
JP 2017-85594 A 2017.5.18

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】無線システムで無線周波数（ＲＦ）スペクトル
などのリソースを動的に共有するための方法を提供する
。
【解決手段】スペクトル管理エンティティ（ＳＭＥ）が
、地域又は国の「ホワイトスペース」データベースにア
クセスすることで、使用されていない許容可能スペクト
ルを検出する。リソース予約要求が異種システム内の基
地局から受信されると、要求されたリソースが動的に割
り当てられる。次にＳＭＥが、ローカルデータベースを
保守及び更新して、割り当て及び解放された周波数帯域
を記録する。許容可能スペクトルのリソースの使用終了
の通知などに応じてリソース割り付けが終了する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサと、
　前記プロセッサとデータ通信する無線インターフェースと、
　前記プロセッサ及び前記無線インターフェースとデータ通信するロジックであって、無
線ユーザ機器がネットワークエンティティから受信した情報に少なくとも部分的に基づき
、前記無線ユーザ機器に、前記無線インターフェースの送信又は受信チェーンの１つ以上
の態様の再構成を許可させて、使用されていない無線周波数スペクトルを適時的に利用す
るように構成された、ロジックと、
　を備える無線ユーザ機器。
【請求項２】
　前記ロジックが、前記無線ユーザ機器に、
　使用されていない周波数スペクトルを確認するために前記無線ユーザ機器の無線周波数
環境をサンプリングさせ、
　前記情報を作成するのに使用する目的で、前記サンプルに関連するデータを前記ネット
ワークエンティティにレポートさせる
　よう更に構成されている、
　請求項１に記載の無線ユーザ機器。
【請求項３】
　前記サンプルが、所与の周波数帯域内のエネルギー又は電力密度の判定を含む、請求項
２に記載の無線ユーザ機器。
【請求項４】
　前記情報が、複数の異なるネットワーク事業者がアクセス可能なデータベースに前記ネ
ットワークエンティティがアクセスすることに少なくとも部分的に基づいて導出され、前
記データベースは利用可能及び割り付け済みスペクトルリソースに関連する、請求項３に
記載の無線ユーザ機器。
【請求項５】
　動的に無線周波数リソースを共有する方法であって、
　無線周波数リソースについての基地局からの要求をネットワークエンティティで受信す
るステップと、
　少なくとも１つの使用されていない無線周波数リソースを特定するステップと、
　前記基地局による使用のために前記特定された少なくとも１つのリソースを割り付ける
ステップと、
　を含み、
　利用可能な無線周波数スペクトル内の任意の無線周波数リソースが前記割り付けの対象
である、方法。
【請求項６】
　前記特定するステップの動作は、１以上のコグニティブに検知されたパラメータを少な
くとも部分的に使用して行われる、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記１以上のコグニティブに検知されたパラメータは、前記基地局と通信する１以上の
モバイル機器によって検知される、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記１以上のコグニティブに検知されたパラメータは前記基地局によって検知される、
請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記ネットワークエンティティは、複数の時分割複信（ＴＤＤ）及び周波数分割複信（
ＦＤＤ）リソースを有するロングタームエボリューション（ＬＴＥ）ベースのネットワー
クのネットワーク管理エンティティを含み、前記使用されていない無線周波数リソースは
、前記ＴＤＤ又はＦＤＤリソースのうちの少なくとも１つを含む、請求項５に記載の方法
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。
【請求項１０】
　前記特定された少なくとも１つの使用されていない無線周波数リソースを予約するため
に第２のネットワークエンティティに要求を発行するステップと、
　前記特定された少なくとも１つの使用されていない無線周波数リソースの使用許可を受
信するステップと、
　を更に含み、
　前記割り付けるステップは、前記使用許可の前記受信に少なくとも部分的に基づく、請
求項５に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ネットワークエンティティは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）対応セル
ラーネットワークの発展型パケットコア（ＥＰＣ）内に配置されたスペクトル管理エンテ
ィティを含み、前記基地局が、前記ネットワークのｅＮｏｄｅＢを含み、前記方法が、前
記スペクトル管理エンティティから前記ｅＮｏｄｅＢへシグナリングするステップを更に
含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　スペクトル管理エンティティと、
　前記スペクトル管理エンティティと通信する動的スペクトル共有エンティティと、
　を備え、
　前記スペクトル管理エンティティ及び動的スペクトル共有エンティティは使用されてい
ない無線周波数スペクトルを特定するために協同し、かつ前記特定された使用されていな
いスペクトルを、（ｉ）複数の基地局のうちの少なくとも１つ又は（ｉｉ）複数の無線ア
クセス技術のうちの少なくとも１つのどちらかに割り付けるよう構成されている、
　動的に無線周波数リソースを共有するアーキテクチャ。
【請求項１３】
　前記スペクトル管理エンティティが、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）対応セ
ルラーネットワークの発展型パケットコア（ＥＰＣ）内に配置されており、前記動的スペ
クトル共有エンティティが、前記ネットワークのｅＮｏｄｅＢ内に配置されており、
　前記アーキテクチャは、前記スペクトル管理エンティティと前記動的スペクトル共有エ
ンティティとの間に、使用されていないスペクトルの前記割り付けを少なくともシグナリ
ングするのに使用するシグナリング経路を更に備える、請求項１２に記載のアーキテクチ
ャ。
【請求項１４】
　前記スペクトル管理エンティティと前記動的スペクトル共有エンティティとの間の前記
シグナリング経路が、他のシグナリング機能に加えて、前記動的スペクトル共有エンティ
ティから前記スペクトル管理エンティティにコグニティブ無線データのシグナリングを可
能にするように構成された現行のＸ２又はＳ１経路を含む、請求項１３に記載のアーキテ
クチャ。
【請求項１５】
　前記アーキテクチャが、前記ｅＮｏｄｅＢに配置され、前記ｅＮｏｄｅＢの環境内で無
線周波数電力又はエネルギー密度を検知し、且つ前記検知された無線周波数電力又はエネ
ルギー密度に関する情報を前記シグナリング経路を使用して前記スペクトル管理エンティ
ティにレポートするように構成されたコグニティブ無線装置を更に備える、請求項１４に
記載のアーキテクチャ。
【請求項１６】
　無線システムで使用するリソース管理装置であって、
　プロセッサと、
　基地局との通信用に構成された第１のインターフェースと、
　ネットワークエンティティとの通信用に構成された第２のインターフェースと、
　前記プロセッサ並びに前記第１及び第２のインターフェースとデータ通信するコンピュ
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ータ制御のロジックと、
　を備え、
　前記ロジックは前記リソース管理装置に、
　１以上の無線周波数リソースを求める要求を前記基地局から受信させ、
　前記要求された１以上の無線周波数リソースの利用を判定するために、前記第２のイン
ターフェースを介して前記ネットワークエンティティによって維持されているデータベー
スにアクセスさせ、
　前記基地局に前記要求された１以上の無線周波数リソースの使用を許可することを前記
リソース管理装置に可能にさせるデータを取得させ、
　前記基地局へ前記許可を通信するためのシグナリングを生成させる、よう構成されてい
る、
　リソース管理装置。
【請求項１７】
　前記ネットワークエンティティは、前記無線システムとだけ関連付けられたイントラネ
ットワークエンティティを含む、請求項１６に記載のリソース管理装置。
【請求項１８】
　前記ネットワークエンティティは、前記無線システム及び前記無線システムの事業者以
外の事業者によって運用されている少なくとも１つの第２の無線システムと関連付けられ
たインターネットワークエンティティを含む、請求項１６に記載のリソース管理装置。
【請求項１９】
　前記第１のインターフェースは、前記生成されたシグナリングに加え、前記基地局とリ
ソース管理装置との間でネットワーク管理データを搬送するように更に構成されている、
請求項１６に記載のリソース管理装置。
【請求項２０】
　無線システムで使用するリソース共有装置であって、
　プロセッサと、
　１つ以上の無線モバイル機器との通信用に構成された第１のインターフェースと、
　ネットワークエンティティとの通信用に構成された第２のインターフェースと、前記プ
ロセッサ並びに前記第１及び第２のインターフェースとデータ通信するコンピュータ化ロ
ジックと、
　を備え、
　前記ロジックが、前記リソース共有装置に、
　前記１つ以上の無線モバイル機器のうちの少なくとも１つから、コグニティブに検知さ
れた無線周波数リソースに関するデータを受信させ、
　前記ネットワークエンティティに対し、コグニティブに検知された無線周波数リソース
の少なくとも一部分を求める要求を発行させ、
　前記少なくとも１つのモバイル機器に対する、前記要求されたリソースの使用許可を発
行させる、
　ように構成されている、
　リソース共有装置。
【請求項２１】
　前記コグニティブに検知された無線周波数リソースが、所与の周波数帯域内のエネルギ
ー又は電力密度の判定を含む、請求項２０に記載のリソース共有装置。
【請求項２２】
　無線ユーザ機器を動作させる方法であって、
　無線周波数スペクトルリソースに関する少なくとも１つの無線周波数パラメータを検知
するために前記無線ユーザ機器の無線インターフェースを利用するステップと、
　前記無線インターフェースを介して、前記検知された少なくとも１つのパラメータに関
するネットワークエンティティにデータを送信するステップと、
　前記スペクトルリソースの使用許可を前記ネットワークエンティティから受信するステ
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ップと、
　前記スペクトルリソースを利用するために、前記無線インターフェースの送信又は受信
チェーンのうちの少なくとも１つを調整するステップと、
　を含む方法。
【請求項２３】
　動的な無線周波数リソース共有用に構成されたネットワークエンティティであって、
　無線周波数リソースを求める要求を基地局から受信するための手段と、
　少なくとも１つの使用されていない無線周波数リソースを特定するための手段と、
　前記基地局によって使用される前記特定された少なくとも１つのリソースを割り付ける
ための手段と、
　を備え、
　前記利用可能な無線周波数スペクトル内の任意の無線周波数リソースが前記割り付ける
ことの対象として有効である、動的無線周波数リソース共有に構成されたネットワークエ
ンティティ。
【請求項２４】
　前記特定することが、１つ以上のコグニティブに検知されたパラメータを少なくとも部
分的に使用する請求項２３に記載のネットワークエンティティ。
【請求項２５】
　前記１つ以上のコグニティブに検知されたパラメータが、前記基地局と通信する１つ以
上のモバイルデバイスによって検知されたものである請求項２４に記載のネットワークエ
ンティティ。
【請求項２６】
　前記１つ以上のコグニティブに検知されたパラメータが、前記基地局によって検知され
る、請求項２４に記載のネットワークエンティティ。
【請求項２７】
　前記ネットワークエンティティが、複数の時分割複信（ＴＤＤ）及び周波数分割複信（
ＦＤＤ）リソースを有するロングタームエボリューション（ＬＴＥ）ベースのネットワー
クのネットワーク管理エンティティを備え、前記使用されていない無線周波数リソースが
、前記ＴＤＤ又はＦＤＤリソースのうちの少なくとも１つを含む、請求項２３に記載のネ
ットワークエンティティ。
【請求項２８】
　前記特定された少なくとも１つの使用されていない無線周波数リソースを予約するため
に第２のネットワークエンティティに要求を発行するための手段と、
　前記特定された少なくとも１つの使用されていない無線周波数リソースの使用許可を受
信するための手段と、
　を更に備え、
　前記割り付けることが、前記使用許可の前記受信に少なくとも部分的に基づく、請求項
２３に記載のネットワークエンティティ。
【請求項２９】
　無線周波数スペクトルリソースに関する少なくとも１つの無線周波数パラメータを検知
するために無線ユーザ機器の無線インターフェースを利用するための手段と、
　前記無線インターフェースを介して、前記検知された少なくとも１つのパラメータに関
するネットワークエンティティにデータを送信するための手段と、
　前記スペクトルリソースの使用許可を前記ネットワークエンティティから受信するため
の手段と、
　前記スペクトルリソースを利用するために、前記無線インターフェースの送信又は受信
チェーンのうちの少なくとも１つを調整するための手段と、
　を備える無線ユーザ機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　優先権
　本出願は、２０１２年９月２６日に出願された「ＭＥＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲ
ＡＴＵＳ　ＦＯＲ　ＯＰＰＯＲＴＵＮＩＳＴＩＣ　ＲＡＤＩＯ　ＲＥＳＯＵＲＣＥ　ＡＬ
ＬＯＣＡＴＩＯＮ　ＩＮ　ＭＵＬＴＩ－ＣＡＲＲＩＥＲ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　
ＳＹＳＴＥＭＳ」と題する共同所有かつ同時係属中の米国特許第１３／６２７，９４２号
についての優先権を主張するものであり、同特許出願は、２０１２年４月２４日に出願さ
れた「ＭＥＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　ＯＰＰＯＲＴＵＮＩＳＴ
ＩＣ　ＲＡＤＩＯ　ＲＥＳＯＵＲＣＥ　ＡＬＬＯＣＡＴＩＯＮ　ＩＮ　ＭＵＬＴＩ－ＣＡ
ＲＲＩＥＲ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　ＳＹＳＴＥＭＳ」と題する米国仮出願特許第
６１／６３７，７５８号についての優先権を主張し、上記いずれの特許も、参照によって
その全体が本明細書に援用される。
【０００２】
　技術分野
　本開示は、全体として通信技術の分野に関する。より具体的には、本開示は、一例示的
態様において、例えば予約ベースの方式に従って、いくつかの異なる無線技術又はネット
ワーク事業者間でスペクトルを動的に共有するためのものである。
【背景技術】
【０００３】
　関連技術の説明
　近年、消費者による無線技術の使用が盛んになるのに伴い、無線周波数スペクトルが重
要なリソースとして浮上してきた。このことは、（文字どおり誰でもアクセスできる、ス
ペクトルの無許諾部分とは異なり、）排他ベースで割り付けられる、いわゆる「許諾され
た」スペクトルについて特に該当する。
【０００４】
　セルラーシステムは、事業者が排他的に所有している、欠乏して非常に高価な許諾され
たスペクトルを使用することが多い。そのため、提供されるサービスの質及び量に対する
モバイルユーザの満足度という点から、許諾されたスペクトルリソースを効率よく使用す
ることが、ネットワーク事業者の短期的及び長期的収益性並びに事業の継続のために極め
て重要である。
【０００５】
　無線技術（例えば、上記許諾されたスペクトル内で稼働しているセルラーネットワーク
内で利用されている無線技術など）に関する最近の研究は、スペクトルリソースがかかる
ネットワーク事業者によって効率よく利用されていないことが多いということを示唆して
いる。例えば、スペクトルリソースがアイドル状態であったり使用されていなかったりし
ても、別のネットワークプロバイダ／事業者がそのスペクトルリソースを使用することは
認められていない。実際、スペクトルリソースを、時間及びロケーションの関数又はそれ
らの両方の組み合わせの関数として動的にモニタリングすると、使用されていないスペク
トル機会（ｓｐｅｃｔｒｕｍ　ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ）が数多く存在する。これら
の機会（ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ）を効率良く利用するには、これまでよりも洗練さ
れたスペクトル管理及び割り付け技法が必要であるのが通常である。
【０００６】
　先行技術の範囲内にある既存のソリューションでは、スペクトルを動的に「共有する」
ために無線技術間で具体的に効率的な調整を行うといったスペクトル使用の最適化が行わ
れない。
【０００７】
　そのため、かかるスペクトル共有及び調整機能を提供する改善された方法及び装置に対
するニーズが強く存在する。
【発明の概要】
【０００８】
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　本開示は、特に、いくつかの異なる無線技術間、場合によっては２つ以上ネットワーク
事業者間などで動的にスペクトルを共有するための改善された装置及び方法を提供するこ
とによって上記ニーズを満たすものである。
【０００９】
　第１に、予約ベースの方式が上記装置及び方法の一部として使用され、リソースを必要
とするネットワーク内の基地局又は他のエンティティが、必要なリソースを、実質的に集
中化された管理エンティティに要求する。
【００１０】
　第２に、動的無線周波数リソース共有方法が開示される。一実施形態において、この方
法は、無線周波数リソース（例えばＲＦスペクトル）のための基地局からネットワークエ
ンティティ要求で受信することと、少なくとも１つの使用されていない無線周波数リソー
スを特定することと、その基地局が使用する、特定された少なくとも１つのリソースを割
り付けることと、を含む。利用可能な無線周波数スペクトル内のどの無線周波数リソース
も、かかる割り付け（及び後続の割り付け解除）の対象として有効である。
【００１１】
　一変形例では、使用されていないリソースの特定が、スペクトルエネルギーなど、１つ
以上のコグニティブに検知された（ｃｏｇｎｉｔｉｖｅｌｙ　ｓｅｎｓｅｄ）パラメータ
を少なくとも部分的に使用して実行される。
【００１２】
　第３に、動的無線周波数リソース共有アーキテクチャが開示される。一実施形態におい
て、このアーキテクチャは、スペクトル管理エンティティと、その管理エンティティと通
信する動的スペクトル共有エンティティと、を含む。スペクトル管理エンティティ及びス
ペクトル共有エンティティは、協働して、使用されていない無線周波数スペクトルを特定
し、特定された使用されていないスペクトルを、（ｉ）複数の基地局のうちの少なくとも
１つ、又は（ｉｉ）複数の無線アクセス技術のうちの少なくとも１つ、のどちらかに割り
付ける。
【００１３】
　第４に、無線システムで使用されるリソース管理エンティティが開示される。一実施形
態において、この管理エンティティは、ネットワークのコアに配置され、複数の基地局と
通信する。この複数の基地局は、リソース管理エンティティからのリソースの割り付けを
要求し、且つ特定された使用されていないリソースの割り付けを受信する動的リソース共
有エンティティを有する。一変形例において、管理エンティティは、イントラネットワー
クエンティティである。別の変形例において、管理エンティティは、２つ以上の異なるネ
ットワーク間で調整を行うクロスネットワーク又はインターネットワークエンティティで
ある。
【００１４】
　第５に、無線システムで使用される動的リソース共有エンティティが開示される。一実
施形態において、この共有エンティティは、ネットワークの１つ以上の基地局又はアクセ
スポイントに配置され、上記管理エンティティ（又は複数の管理エンティティ）と通信す
る。一実装において、この共有エンティティは、動的リソース共有機能を有しており、リ
ソース管理エンティティからのリソースの割り付けを要求して、特定された使用されてい
ないリソースの割り付けを受信し、これらのリソースを、適切な基地局及びユーザ機器に
利用させる。かかる一変形例において、これらのリソースはスペクトルリソースである。
【００１５】
　第６に、コンピュータ可読装置が開示される。一実施形態において、この装置は、少な
くとも１つのコンピュータプログラムが配置された記憶媒体を有し、そのプログラムは、
実行されると、上記リソース管理エンティティなどのために、使用されていないリソース
（例えばスペクトル）の特定及び割り付け手続きを実施するように構成されている。別の
実施形態において、この少なくとも１つのプログラムは、リソース要求を発行し、割り付
けを受信し、割り付けられたリソースを、例えばホスト基地局（例えばｅＮｏｄｅＢ）に
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利用させるように動作可能である。かかる一変形例では、これらのリソースがスペクトル
リソースである。
【００１６】
　第７に、使用されていないＲＦスペクトルを判定するための方法及び装置が開示される
。一実施形態において、この方法及び装置は、そのＲＦスペクトルの一部分の検知を用い
て、そこで発せられたエネルギーを判定し、検出されたエネルギーレベルと所定のしきい
値との比較を用いて、その部分にホワイトスペースが存在するかどうかを判定する。
【００１７】
　第８に、無線ユーザ機器が開示される。一実施形態において、このユーザ機器（例えば
ＵＥ）は、ソフトウェア無線（ＳＤＲ）機能により、自身の送信／受信チェーン（ｔｒａ
ｎｓｍｉｔｓ／ｒｅｃｅｉｖｅ ｃｈａｉｎｓ）を再構成（ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉ
ｏｎ）して、無線周波数スペクトルなど以前に使用されていないリソースを、基地局／動
的共有エンティティの命令に従って利用できるように構成されている。一変形例において
、このユーザ機器は、特にユーザ機器が、例えば使用されていないスペクトル、即ち「ホ
ワイトスペース」用に自身の無線周波数環境をサンプリング又はモニタリングし、かかる
情報を共有エンティティに（又は間接的にコア管理エンティティに）レポートすることを
可能にする１つ以上のコグニティブ無線機能を更に含む。本開示の他の特徴及び利点は、
添付図面、及び以下に記載されるような例示的実施形態の詳細な説明を参照することで、
当業者によって即座に認識されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本開示が使用され得る第１の典型的なスペクトル共有シナリオ（マルチＲＡＴ、
単一のネットワーク事業者）のグラフィカル表示の図である。
【図２】本開示が使用され得る第２の典型的なスペクトル共有シナリオ（マルチＲＡＴ、
複数のネットワーク事業者）の図である。
【図３】様々なネットワークによる「ホワイトスペース」（使用されていないＲＦ帯域）
の動的使用状況を時間の関数として表した図である。
【図４】本開示に係る、使用されていないスペクトルの特定及び割り付けの一般化された
方法の一実施形態を示す論理フロー図である。
【図５】本開示に係る例示的スペクトル管理エンティティ（ＳＭＥ）装置の一実施形態の
機能ブロック図である。
【図６】本開示に係る例示的動的なスペクトル共有（ＤＳＳ）装置の一実施形態の機能ブ
ロック図である。
【図７】３ＧＰＰ　Ｅ－ＵＴＲＡＮ及びＥＰＣの例示的状況におけるＳＭＥエンティティ
とＤＳＳエンティティとの間のプロトコル及びシグナリングアーキテクチャの一実施形態
の図である。
【図８】本開示に係る、イントラネットワークＳＭＥ、クロスネットワークＳＭＥ、及び
関連したシグナリングを含む、ネットワークアーキテクチャの一実施形態の図である。
【図９】本開示の一実施形態に係る例示的な隣接チャネルリーク及びチャネルアクティビ
ティのレベル判定の図である。
【図１０】本開示に係る、スペクトル予約、割り付け、及び割り付け解除手続きの特定の
一実装の図である。　全ての図は、２０１２年から２０１３年に作成され、その全ての著
作権はＡｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．が保持している。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　ここで図面を参照するが、全体を通して、同様の番号は同様の部分を指す。
【００２０】
　概要
　顕著な一態様において、本開示は、特にセルラーネットワークなどの無線通信システム
で使用できるスペクトルを検出、割り当て、及び管理するための効率的なメカニズムを開
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示する。一実施形態では、既存の搬送波アグリゲーション原理の拡張によるコグニティブ
無線方式及び動的なスペクトル共有が活用され、価値ある限られた利用可能無線周波数ス
ペクトルを効率良く利用すると共に、高いデータレートとユーザスループットも提供して
いる。本開示の実施形態は、利用可能な全てのＲＦスペクトルを利用するという利点があ
る（即ち、基地局（例えばｅＮｏｄｅＢｓ）又は無線アクセスポイントが、効果的に使用
されるかどうかに関係なく、マルチ搬送波方式で使用される全ての搬送波を恒久的に利用
可能であり得る）。
【００２１】
　本開示の特定の一実装では、上記技法が、３ＧＰＰロングタームエボリューション（例
えばリリース１２（Ｒｅｌ－１２）以上）のシステムで使用するように特に適合させてあ
る。具体的には、スペクトル管理エンティティ（ＳＭＥ）及びＤＳＳ測定、制御、及びシ
グナリング（ＤＳＳ　ＭＣＳ）プロセスが、上記システムの発展型パケットコア（Ｅｖｏ
ｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｃｏｒｅ：ＥＰＣ）及びｅＮｏｄｅＢ（基地局）内で利用され
て、動的なリソース特定、割り付け、及び終了機能を実行する。
【００２２】
　例示的実施形態の詳細な説明
　本開示の例示的実施形態を、ここで詳細に説明する。これらの実施形態は主として、異
種セルラーネットワーク動作３ＧＰＰ　ＨＳＰＡ／ＬＴＥ（若しくはＬＴＥ－Ａ）又はＴ
ＤＤ／ＦＤＤ技術を用いた動作など）という文脈で述べられているが、本開示は決してそ
れほど限定的ではない。本開示は、例えば、他の種類／技術のセルラーネットワーク、若
しくはＷＬＡＮ（例えばＷｉ－Ｆｉ（登録商標））又はＷＭＡＮ（例えばＷｉＭＡＸ（登
録商標））など他の種類の無線ネットワークで他の種類のスペクトル又は時間周波数リソ
ース共有及び割り付けを効率良く実行するように実施され得る。
【００２３】
　更に、本開示は主として、無線周波数スペクトルの割り付けという文脈で述べられてい
るが、例えば、タイムスロット、拡散符号、リソースブロック（ＲＢ）、クラウド及び処
理ネットワーク内の局在化及び分散したメモリ並びに処理関数など、他の種類のネットワ
ークリソースの特定、割り付け、及び管理に適用され得る。加えて、本明細書に記載され
た方法及び装置は、使用されていないスペクトルの特定及び割り付けが、特定の種類のト
ラフィック又は高い階層のアプリケーションでのみ行われる場合など、アプリケーション
ベースで利用され得る。
【００２４】
　異種ネットワーク（Ｈｅｔｅｒｏｇｅｎｅｏｕｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ）、ソフトウェア
無線、及びリソース共有無線ネットワーク、特にセルラーネットワークは、種類の異なる
アーキテクチャ及び機能で構成されるようになっていくであろう。いわゆる「ダイナミッ
クスペクトルアクセス」（ＤＳＡ）は、先に述べたスペクトルの過少利用という問題に対
処する有望なソリューションを提供している。ＤＳＡベースのソリューションには、集中
的、分散的、又はその両方の組み合わせになり得るという利点がある。
【００２５】
　歴史的に、ＩＭＴ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムは、低移動性アプリケーションの場合で
１Ｇｂｐｓ程度、高移動性アプリケーションで１００Ｍｂｐｓ程度のピークデータレート
を対象としていた。その程度の無線通信（ｏｖｅｒ－ｔｈｅ－ａｉｒ）データレートを達
成するために、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＬＴＥ－Ａ）システムは、ＭＩＭ
Ｏなど先進のマルチアンテナ技法を使用することに加え、搬送波アグリゲーション方式を
利用しており、単一の周波数帯域また異なる周波数帯域に対応する２つ以上の構成要素搬
送波をまとめて「仮想的に」広い帯域幅を生み出すことができ得る。稼働帯域幅の拡張に
より、システム容量を増やすことに加え、達成可能なピークデータレートを上げることも
できる。
【００２６】
　スペクトル共有の問題、即ち、スペクトル「ホワイトスペース」（使用されていない時
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間／周波数リソース）などスペクトルリソースの公平な共有及び割り付け／スケジューリ
ングと、コグニティブ無線及びソフトウェア無線（ＳＤＲ）技法との組み合わせは、ネッ
トワーク事業者にとっての関心が顕著で、ＩＭＴ－Ａｄｖａｎｃｅｄ以上（即ち３ＧＰＰ
　ＬＴＥ　Ｒｅｌ－１２以上）のシステムでの利用が広がることが期待されてきた。コグ
ニティブ無線システム（ＣＲＳ）とは、システムが、特に、取得した知識に従って自身の
動作パラメータ及びプロトコルの動的かつ自律的な調整を可能にするために、（例えば、
自身の動作上及び地理的な環境及びパラメータ、確立されたポリシー及びその内部状態に
ついての）知識を取得できるようにする技術を用いたシステムのことである。「ソフトウ
ェア無線（ＳＤＲ）」という用語は、ＲＦ中心周波数、ＲＦ帯域幅、変調種別、出力電力
などを含むがこれらに限定されないＲＦ及びベースバンド属性をソフトウェアによって設
定又は変更できるようにする技術を用いた無線送信機及び／又は受信機を全般的かつ非制
限的に表す。システムの仕様又は基準に従って無線の正常なプリインストール動作及び所
定の動作中に生じる動作パラメータに対する変更は、かかる変更から除外される。
【００２７】
　動的なスペクトル共有方式の実現に成功するかどうかは、いくつかの技術的、経済的、
及び規制上の障害を取り除くことに大きく依存している。スペクトル共有機能を利用する
セルラーシステムの要件は、例えば、（ｉ）アーキテクチャ上の設計要件、（ｉｉ）再利
用機会を効果的に特定するための技法（スペクトル検知）、（ｉｉｉ）適応型の伝送波形
及び変調波形による、検出された機会の効率的利用、（ｉｖ）再構成性、（ｖ）通信終了
時のリソース解放（スペクトル移動性）、及び（ｖｉ）干渉緩和メカニズムを含む。スペ
クトル共有ネットワークの実装を成功させるには、特別に開発した、又は適応させた「プ
ロトコル」及び「ポリシー」が必要である。かかるスペクトル共有プロトコルの目標は、
多次元的な性質を持つのが通例である。これらのプロトコル及びポリシーによって、安定
した方法でスペクトルを効率的かつ公平に使用できるようになると同時に、（例えば、第
２のユーザを上記「ホワイトスペース」に許可することによって）、そのスペクトルの第
１の許諾ユーザへの有害な干渉が最小限に抑えられるはずである。
【００２８】
　図１は、単一の事業者によって運用されたマルチ無線アクセス技術（マルチＲＡＴ）で
の動的なスペクトル共有（ＤＳＳ）の一例を示している。図１に描かれているマルチＲＡ
Ｔシステム１００は、複数のユーザ機器１０２、１１２（例えば、以降本明細書に記載さ
れているような携帯電話又はスマートフォン）と、各々のＲＡＴ　１０４、１０６の少な
くとも１つの基地局と、この２つのＲＡＴのそれぞれのカバレージ領域１０８、１１０と
、を概して含む。本実施例におけるユーザ機器１０２、１１２は別々の機器として示され
ているが、ハイブリッド化されている（即ち、どちらのＲＡＴでも動作できる）。
【００２９】
　図２は、２つの事業者（同図における事業者１及び２）が運用するマルチ無線アクセス
技術（マルチＲＡＴ）における動的なスペクトル共有の一例を示している。２つの異なる
シナリオ２００、２０１、即ち、（ｉ）各ＲＡＴの略同一範囲のカバレージ領域２０８、
２１０（シナリオ２００）及び（ｉｉ）この２つのＲＡＴの地理的に別々のカバレージ領
域２０８、２１０（シナリオ２０１）が示されている。図１のシステム１００に示すとお
り、この２つの異種ＲＡＴのそれぞれは、ユーザ機器２０２、２１２と１つ以上の基地局
２０４、２０６とを含む。
【００３０】
　図１及び図２に示すとおり、各種ＲＡＴのカバレージ及びセルサイズは、周波数帯域に
応じて、類似し得るか、又は異なり得る。ただし、図示のとおり、一時的に使用されてい
ない周波数リソース（各図の最上部に記載されているホワイトスペース１１１、２１１）
は、別の無線アクセス技術又は別の事業者のどちらも使用することができる。どちらの場
合にも、スペクトルの利用効率が高まるという利点がある。更に、本開示の各種実施形態
は、マルチＲＡＴを使用するシナリオに関するものだが、本開示の態様は、マルチＲＡＴ
を使用したシナリオ及びシングルＲＡＴを使用したシナリオの両方に広く該当するものと
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更に理解される。
【００３１】
　潜在的に利用可能なスペクトル帯域が、（本明細書の図３に示すとおり、）恒久的に割
り当てられた帯域とオンディマンドで割り当てられた帯域とに分割可能であると仮定する
と、恒久的に割り当てられた帯域を使用して、（例えば、３ＧＰＰ　ＨＳＰＡ／ＬＴＥ、
ＴＤＤ／ＦＤＤ二重化方式、又はこれらの技術の改訂版及び／又は改良版など）同一又は
異なる無線アクセス技術を展開することができる。図３では、これらの技術が、「ネット
ワークＡ」３０２、「ネットワークＢ」３０４、「ネットワークＣ」３０６などと言及さ
れている。この図では、３つの仮定的なネットワークが示されており、それぞれが、例え
ばＴＤＤ又はＦＤＤ無線アクセスシステムを展開する目的で使用される、恒久的に割り当
てられたいくつかの隣接又は非隣接周波数帯域を有する。動的な割り当てを介して時間の
経過とともにネットワーク間で共有されるいくつかのスペース３０８がある。その結果、
どの時期においても、スペクトルの穴又は空きが事実上なくなる。上記システムに割り当
てられた帯域の中心と関連付けられたＲＦ搬送波は、例えば、モバイル基地局によるネッ
トワークエントリ／再エントリ、ダウンリンク又はアップリンクにおけるユーザデータ及
び制御シグナリング伝達、同期及びシステム構成情報の送信など、システムの正常動作の
ために使用される完全構成のプライマリＲＦ搬送波であると仮定される。ある恒久的なＲ
Ｆ搬送波がシステムに割り当てられると、そのＲＦ搬送波は、プライマリ搬送波として指
定され、完全に構成される（ｆｕｌｌｙ　ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ）。任意の恒久的なＲＦ
搬送波がセカンダリＲＦ搬送波として割り当てられ、完全又は部分的に構成され得る。一
時的に割り当てられたＲＦ搬送波は、必ずセカンダリＲＦ搬送波として指定され、完全又
は部分的に構成され得る。
【００３２】
　方法
　ここで図４を参照すると、いくつかの異なる無線技術間で動的にスペクトルを共有する
ための一般化された方法４００の一実施形態が示されている。本実施形態では、動的なス
ペクトル共有のベースとして、予約ベースの方式が利用されているが、本開示と整合する
他の方式又は手法が使用され得るということが認識されよう。例えば、一変形例では、「
総当り」若しくは同様の公平性ベース又は優先順位ベースの無線リソース割り付けアルゴ
リズムが選択されて、予約要求が不要となる。
【００３３】
　一例示的実装では、図４の方法４００を実施するために使用されたロジックが、スペク
トル管理エンティティ（ＳＭＥ）、又はより広義にリソース管理エンティティ（ＲＭＥ）
と以降称するネットワークエンティティ内で一体化されている。本明細書で使用されてい
る「スペクトル管理」という用語は、ユーザの通信要件及びチャネル条件又は移動性条件
を満たすために最適な利用可能スペクトルを取得することなどの働きを制限なく意味する
。
【００３４】
　本開示の一実装において、ＳＭＥは事業者のコアネットワークの構成要素、即ち無線ア
クセスネットワーク（ＲＡＮ）の一部である。ただし、ＳＭＥ機能は、ネットワーク内の
文字どおり任意のロケーションに配置され得ると共に、実際に（ユーザ機器１０２、１１
２、２０２、２１２を含む）複数の構成要素に分散し得るということが認識されよう。
【００３５】
　図４に戻ると、方法４００のステップ４０２で、使用されていない許容可能スペクトル
が判定される。一例示的実施形態では、ＳＭＥが、地域又は国の「ホワイトスペース」デ
ータベースにアクセスすることによって、使用されていない許容可能スペクトルを検出す
る。代替として（又はデータベースと併用して）、（ホワイトスペースを含む）スペクト
ル使用に関する情報を判定するために、コグニティブ無線技法が使用され得る。例えば、
一変形例では、対象となる１つ以上の帯域に存在するエネルギーレベルを表す無線周波数
スペクトルの検知を用いることができる（下記の図８及び図９の説明を参照）。代替とし
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て（又は上記と併用して）、ホワイトスペースを特定するのに、例えば、所定期間にわた
るスペクトルの一部分における特定可能なパターン、シグナリング、又は他のアクティビ
ティの欠如によって、ある種類の信号の不在性を用いることができる。
【００３６】
　次にステップ４０４で、１つ以上のリソース予約要求が（例えば異種システム内の基地
局から）受信される。
【００３７】
　方法４００のステップ４０６で、１つ以上のリソースの予約要求に応じて、要求された
１つ以上のリソースが動的に割り当てられる。かかる一実施形態では、予約要求が、１つ
以上の使用されていないリソースの指示を含む。例えば、スペクトルの使用状況を監視で
きる基地局であれば、１つ以上の使用されていないリソースを特定でき得る。交替に、リ
ソース要求は、基地局からの情報をこれ以上必要とせずに、ＳＭＥによって完全に管理及
び割り当てられ得る（即ち、基地局は利用可能又は利用不能なリソースの指示をＳＭＥに
一切提供しない）。
【００３８】
　一実施形態では、ＳＭＥが、新しい帯域の予約を要求する１つ以上の基地局に、利用可
能なスペクトルを動的に割り当てる。かかる割り当てを使用して、（ｉ）負荷の均衡化、
（ｉｉ）データレート及びスループットの向上、及び（ｉｉｉ）アクティブユーザの数の
一時的増大を含むがそれらに限定されない任意数の運用上（又は事業／事業者関連）の目
標を達成することができる。
【００３９】
　方法４００のステップ４０８で、ステップ４０６での１つ以上のリソースの動的な割り
当てに従ってデータベース又は他の情報リポジトリが更新される。一例示的実施形態では
、ＳＭＥが、ローカルデータベースを保守及び更新して、割り当て及び解放された周波数
帯域を記録する。分散型データベース（例えば、複数のネットワーク事業者／地域と関連
付けられたデータベースなど）も、必要に応じて保守／更新され得る。
【００４０】
　方法４００のステップ４１０で、一定期間後、及び、例えば使用されていない許容可能
スペクトルの１つ以上のリソースの使用終了の通知などに応じて、１つ以上のリソース割
り付けが終了する。所与の割り付けの終了は、その割り付けと関連付けられた装置（例え
ば基地局、ＵＥなど）における電源停止又は他のリソース使用関連イベントをＳＭＥが観
察するなど、他の要因又は（肯定的通知ではない）イベントに応じて実施されることもあ
る。
【００４１】
　例示的なＳＭＥ装置
　ここで図５を参照すると、先に図４を参照して説明したＳＭＥの例示的実装が明示及び
説明されている。本実施形態では、ホワイトスペース又は他の使用されていないリソース
特定を実行するように構成されているコアネットワーク（例えば発展型パケットコアつま
りＥＰＣ）サーバ又は他の装置７０２（後記の図７の説明を参照）でＳＭＥが実装され、
他の多様な無線技術を含む環境内で、（例えば上記予約ベースの方式に従って）かかるリ
ソースを動的に共有する。本明細書で使用されている「サーバ」という用語は、任意の種
類のコンピュータ化された機器を含み得る。そしてスタンドアロンのエンティティとして
、又は別の存在する機器若しくはエンティティ内で実装することができる。
【００４２】
　特定のハードウェア構成及び配置を本明細書で示し述べるが、本開示に示された他の多
くの構成を当業者が容易に実施でき、図５のＳＭＥ装置５００は、単に、本開示のより広
義の原理を示すに過ぎないということを理解されたい。例えば、装置５００は、ホストＥ
ＰＣ処理装置を仲介するように構成されたフォームファクタなど、サーバブレード又はカ
ード型フォームファクタをとり得る。
【００４３】
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　代替として、ＳＭＥ機能が存在するＥＰＣ又は他のエンティティ処理及び記憶装置と完
全に統合されていても良い。他にも、本開示と整合する無数の構成が可能である。
【００４４】
　図５に示す装置５００の処理サブシステム５０２は、マイクロプロセッサ、デジタル信
号プロセッサ、フィールドプログラマブルゲートアレイ、ＲＩＳＣコア、又は１つ以上の
基板に搭載された複数の処理構成要素など、中央処理装置（ＣＰＵ）又はデジタルプロセ
ッサのうち１つ以上を含む。処理サブシステムは、メモリ５０４などの永続的コンピュー
タ読取可能記憶媒体に結合されている。メモリ５０４は、例えば、ＳＲＡＭ、ＦＬＡＳＨ
、ＳＤＲＡＭ、及び／又は大容量記憶装置（例えばＨＤＤ（ハードディスクドライブ））
５０７の構成要素を含み得る。本明細書で使用するとき、用語「メモリ」とは、ＲＯＭ、
ＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＤＲＡＭ、ＳＤＲＡＭ、ＤＤＲ／２　ＳＤＲＡＭ、ＥＤＯ／Ｆ
ＰＭＳ、ＲＬＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ、「フラッシュ」メモリ（例えば、ＮＡＮＤ／ＮＯＲ）
、及びＰＳＲＡＭを含めた、デジタルデータを記憶するように適合された任意のタイプの
集積回路若しくは他の記憶装置を含むが、これらに限定しない。
【００４５】
　処理サブシステムは、追加のコプロセッサも含み得る。図示のとおり、処理サブシステ
ム５０２は、別個の構成要素を含むが、いくつかの実施形態では、それらがＳｏＣ（シス
テムオンチップ）構成で集約又は作製され得るものと理解される。
【００４６】
　装置５００は、有線及び／又は無線インターフェース５０６、５０９を更に含む。これ
らのインターフェースは、それぞれＥＰＣホスト及びＤＳＳエンティティ６００との間で
送信内容を送信／受信するように構成されており（図６を参照して下記説明）、ＤＳＳエ
ンティティ６００は、一事例において、実在する基地局装置に組み込まれており、これら
の送信は、たとえば、リソース割り付け要求及び接続要求応答を含む。
【００４７】
　一例示的実施形態において、永続的コンピュータ読取可能記憶媒体は、プロセッサによ
って実行されると、必要な通信及びシグナリングプロトコルをサポートすることに加え、
図４のところで説明したＳＭＥ機能（即ち、ホワイトスペース／リソースの特定及び割り
付け）を実行する命令を含む。
【００４８】
　図示されたＬＴＥベースの実装では、図６及び図７のところで詳しく説明するとおり、
ＳＭＥ装置５００が、制御プレーンにおける発展型パケットコア（ＥＰＣ）で基地局（例
えばｅＮｏｄｅＢ）の動的なスペクトル共有（ＤＳＳ）測定制御、及びシグナリングプロ
トコルを終了するように構成されている。
【００４９】
　例示的な動的なスペクトル共有（ＤＳＳ）装置
　図６を参照すると、特に、上記の測定機能、シグナリング機能、及び制御機能を提供す
るＤＳＳ装置６００の例示的実装が明示及び記載されている。本実施形態では、ＤＳＳ６
００が、リソース予約要求を提供するなどの目的で先述のＥＰＣサーバ７０２に配置され
たＳＭＥ５００と通信するように構成された１つ以上のｅＮｏｄｅＢ基地局７０４（図７
）で実装されている。本明細書で使用されている「基地局」という用語は、コンピュータ
化されたあらゆる種類の無線周波数対応機器を含み得ると共に、スタンドアロンのエンテ
ィティとして、又は別の機器若しくはエンティティ内で実装することができ、例えば、マ
クロセル、マイクロセル、フェムトセル、ピコセル、無線アクセスポイント、又は上記の
任意の組み合わせを含み得る。特定の機器構成及び配置が示され、検討されているが、当
業者には本開示を考慮して多くの他の構成を容易に実行し得ると認識される。図６の装置
６００は、本開示の広範な原理の単なる例示に過ぎない。ＳＭＥについての上記記述と同
様、ＤＳＳエンティティは、特に、スタンドアロンのフォームファクタ、カード型フォー
ムファクタを備え得るか、又は現存するホスト機器（例えばｅＮｏｄｅＢ）のハードウェ
ア及び／若しくはソフトウェアと完全に統合され得る。
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【００５０】
　図６に示すＤＳＳ処理サブシステム６０２は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロ
セッサ、フィールドプログラマブルゲートアレイ、ＲＩＳＣコア、又は１つ以上の基板に
搭載された複数の処理構成要素など、中央処理装置（ＣＰＵ）又はデジタルプロセッサの
うち１つ以上を含む。処理サブシステムは、メモリ６０４などの永続的コンピュータ読取
可能記憶媒体に結合されている。メモリ６０４は、例えば、ＳＲＡＭ、ＦＬＡＳＨ、ＳＤ
ＲＡＭ、及び／又は大容量記憶装置（例えばＨＤＤ（ハードディスクドライブ））６０７
の構成要素を含み得る。処理サブシステムは、追加コプロセッサも含み得る。図示のとお
り、処理サブシステム６０２は、別個の構成要素を含むが、いくつかの実施形態では、そ
れらがやはり、ＳｏＣ（システムオンチップ）構成で集約又は作成され得るものと理解さ
れる。
【００５１】
　ＤＳＳ装置６００は、１つ以上の有線／無線インターフェース６０６、６０９を更に含
み、有線／無線インターフェース６０６、６０９は、それぞれホストｅＮｏｄｅＢ及びＳ
ＭＥとの間で送信及びシグナリングを送信／受信するように構成されている。
【００５２】
　一例示的実施形態では、永続的コンピュータ読取可能記憶媒体が、プロセッサによって
実行されたときに、本明細書の他のところに記載されたＤＳＳ機能を実施する命令を含む
。
【００５３】
　上記のとおり、図示されたＬＴＥベースの実装は、ＤＳＳを使用して、図７のところで
詳しく説明するｅＮｏｄｅＢでのＳＭＥ　ＥＰＣの測定、制御、及びシグナリングプロト
コルを終了する。
【００５４】
　実装例及び動作例
　ここで図７を参照すると、（３ＧＰＰ発展型パケットコア（ＥＰＣ）に基づいており、
本開示の一例示的実装に従って一部変更された）例示的な論理ネットワークアーキテクチ
ャ７００が明示及び記載されている。図示のとおり、スペクトル管理エンティティ（ＳＭ
Ｅ）５００及びＤＳＳ　ＭＣＳ　６００エンティティは、パケットコアネットワーク７０
２及びｅＮｏｄｅＢ７０４にそれぞれ位置する。この機能を含めるには、現在の標準イン
ターフェースに新しい制御信号及びメッセージが必要であることから、一実装では、本明
細書に記載されたリソース共有機能をサポートするために、既存のインターフェースＳ１
、Ｘ２、並びにネットワークエンティティｅＮｏｄｅＢ７０４及びＥＰＣ７０２が、レガ
シー仕様に対して部分変更されている。本明細書に開示された機能は、例えば、３ＧＰＰ
　ＵＭＴＳ／ＨＳＰＡ無線アクセスネットワーク及び関連したコアネットワークなど他の
技術と併用可能であることが、当業者によって認識されよう。
【００５５】
　図７に示すとおり、各ｅＮｏｄｅＢ７０４におけるＤＳＳ　ＭＣＳエンティティ６００
は、使用されていない追加スペクトルの割り当て及び解放に加え、スペクトル使用状況の
測定及びレポート、並びに追加スペクトルの要求も司る。
【００５６】
　先述の種類の１つ以上のＳＭＥ５００及びＤＳＣ　ＭＣＳエンティティ６００を組み込
んでいるネットワークアーキテクチャ例が、本明細書の図８に示されている。この図は、
地理的に概して同じ箇所にある２つの事業者によって所有されている仮説的なマルチＲＡ
Ｔネットワークを示している。ユーザ端末は、そのユーザの移動パターンに基づいて、こ
れらのネットワークのカバレージに出入りし得る。そのため、動的なスペクトル共有及び
スペクトル移動性（ｓｐｅｃｔｒｕｍ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ）と組み合わさったときに煩雑
になり得るイントラＲＡＴ／インターＲＡＴ及び／又はイントラネットワーク／インター
ネットワークの移動性状況に遭遇するであろう。この文脈で使用されている「スペクトル
移動性」という用語は、ユーザ端末がある地理領域から別の地理領域、又はあるセルのカ



(15) JP 2017-85594 A 2017.5.18

10

20

30

40

50

バレージ領域から別のセルのカバレージ領域に移動するのに伴って、コグニティブ無線対
応ユーザ機器１０２、１１２、２０２、２１２が動作周波数を変えるプロセスを一般に表
す。コグニティブ無線ネットワークは、無線端末が、利用可能な「最良の」（１つ以上の
運用上又は他の検討事項に基づいて最適な）周波数帯域で動作できるようにして、より良
いスペクトルへの移行中にシームレスな通信の要件を維持することによって、スペクトル
を動的に使用することを目標としている。
【００５７】
　図８に示すとおり、例示的実装は、ネットワーク内に２つの別々のＳＭＥ機能ユニット
５００を含み得る。イントラネットワークＳＭＥ５００ａは、２つ以上異なるＲＡＴ間で
、事業者のネットワーク内のスペクトル共有を管理及び制御し、クロスネットワークＳＭ
Ｅ５００ｂ機能ユニットは、２つ以上の事業者のネットワークにまたがってスペクトル共
有機能を実行し得る。（ｉ）ｅＮＢｓとイントラネットワークＳＭＥ（図７のシグナリン
グ経路７０７を参照）との間、及び（ｉｉ）イントラネットワークＳＭＥとクロスネット
ワークＳＭＥ８０４との間には、プロトコルシグナリング経路がある。イントラネットワ
ークＳＭＥ５００ａが、例えば狭い地理領域で使用され得るのに対し、クロスネットワー
クＳＭＥ５０５ｂは、非常に広い地域で利用され得る。図８に示す例示的ネットワークア
ーキテクチャでは、ｅＮｏｄｅＢ７０４又はアクセスポイント（ＡＰ）が、ＳＭＥ５００
ａ、５００ｂへの周期的な測定結果のレポートに加え、スペクトル可用性の検知及び測定
も司るが、先述のとおり、本開示に整合する他の構成も可能であるものにと認識されよう
。
【００５８】
　ちなみに、現行のマルチ搬送波方式では一般に、１つのＲＦ搬送波をプライマリＲＦ搬
送波又はプライマリセル（ＰＣｅｌｌ）と呼び、０以上のＲＦ搬送波をセカンダリＲＦ搬
送波又はセカンダリセル（ＳＣｅｌｌ）と呼ぶ。セカンダリＲＦ搬送波は、完全又は部分
的に構成することができ、モバイル機器（例えばＵＥ）の機能及び他の運用上の検討事項
に応じてＵＥに割り当てることができる。ただし、本開示の例示的実装とかかる既存のマ
ルチ搬送波動作との間には、顕著な区別があるということが認識されよう。具体的には、
後者（現行）の実装では、ＲＦ搬送波がｅＮｏｄｅＢで恒久的に利用可能であり、アクテ
ィブ搬送波として使用、又は様々なモバイル基地局又はユーザ端末に割り当てることがで
きる。対照的に、本開示の例示的実装では、追加で利用可能なＲＦ搬送波（セカンダリ搬
送波）を基地局又はネットワークに恒久的に割り当てる必要がなく、かかるＲＦ搬送波は
、実装された方式（例えば、先に図４のところで説明した、基地局又はネットワークから
の予約要求に基づいてのみ利用可能となる）。図１０（以下で詳述）は、本開示に係る、
マルチ搬送波対応基地局又はネットワークに対する追加ＲＦ搬送波を動的に要求、割り当
て、及び解放するための例示的なシグナリング手続きを表している。
【００５９】
　スペクトル可用性の判定
　（上記図４の例示的な方法４００を含む）本開示の方法論の本質は、周波数帯域又は他
のリソースを「ホワイトスペース」（即ち使用されていないリソース）として特定及び指
定できるという点である。この指定を行うために、本開示の一例示的実施形態では、対象
となる周波数帯域のエネルギーが、例えば周期的間隔で、一定期間（「非占有期間（ｎｏ
ｎ－ｏｃｃｕｐａｎｃｙ　ｐｅｒｉｏｄ）」又はＮＯＰと称される）にわたって計算され
、この値が、例えば適応型しきい値９０２（図９を参照）と比較される。この例示的実装
では、エネルギーが、（ｉ）信号、（ｉｉ）ノイズ、及び（ｉｉｉ）存在するあらゆる干
渉の合計値として計算されるが、本開示に整合する他のエネルギー計算方法（及び実際に
は本質的にエネルギーでないものを測定する他の測定基準）が使用され得るということが
認識されよう。一実施形態では、スペクトル占有が所定の地理領域（「測定セル」と称さ
れる）で測定され、一実装では、このスペクトル占有が、対象のｅＮｏｄｅＢ又はＡＰの
カバレージ領域と少なくとも部分的に重なる。一変形例では、測定が周期的間隔（「測定
間隔」と称される）で繰り返され、適応型しきい値と比較される。
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【００６０】
　スペクトル占有の例示的な基準として、指定されたＮＯＰでアクティビティレベルが所
定のしきい値９０２未満だと、そのスペクトルが使用されていないものと見なされ、その
しきい値以上だと、使用されているものと見なされる。
【００６１】
　計算例
【００６２】

【００６３】
　は、時刻ｔｊでサンプリングされ、チャネルＣｉで送信／受信された信号の電力スペク
トル密度関数を表しており、それぞれチャネルの中心周波数及びチャネルの帯域幅である
。瞬間隣接チャネル漏洩比（Ｉｎｓｔａｎｔａｎｅｏｕｓ　Ａｄｊａｃｅｎｔ　Ｃｈａｎ
ｎｅｌ　Ｌｅａｋａｇｅ　Ｒａｔｉｏ：ＡＣＬＲ）は次の式で定義される。
【００６４】

【００６５】
　式中、Ｗ’及びｆ０はそれぞれ、未使用の可能性がある測定対象チャネルの帯域幅と、
チャネルＣｉの中心周波数からのオフセット（即ち保護帯域を表す）と、を表す。Ｐｔ（
ｔｊ）が上記式の分母（チャネルＣｉにおける瞬間送信／受信信号エネルギー）を表す場
合に、その瞬間エネルギーが非占有期間（ＮＯＰ）Ｔnon-occupancyにわたる瞬間エネル
ギーサンプルが、適応型且つ構成可能なしきい値ζ未満であれば、そのチャネルは占有さ
れていないものと見なされる。数式で表すと、次のようになる。
【００６６】

【００６７】
　式中、Ｎｏ（ｔｊ）及びＩｏ（ｔｊ）はそれぞれ、時間ｔｊにおけるノイズ及びインタ
ーセル／イントラセル干渉電力サンプルを表す。
【００６８】
　その後、このチャネルは占有されていないものと見なされ、ＳＭＥ５００ａ、５００ｂ
は、空のチャネルを、追加スペクトルを求める保留中の要求を有する別のシステム又は事
業者に割り当てられるものと見なす。
【００６９】
　共有チャネルにおける雑音フロア（スプリアス信号、ノイズ及び干渉）によって、所与
の周波数帯域で達成可能な信号対雑音干渉比（ＳＩＮＲ）が下がるということが認識され
よう。そのため、しきい値ζは、その帯域に割り当てられ、その帯域で運用される無線ア
クセス技術又は無線ネットワークの運用上のＳＩＮＲ制限が満たされるように選択すべき
である。
【００７０】
　更に、上記サンプル計算式は、特定又は受容基準として適応型しきい値を用いているが
、上記しきい値と併用して、又は上記しきい値の代わりに他の基準も使用され得る。例え
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ば、一変形例では、検知されたエネルギー署名（ｓｅｎｓｅｄ　ｅｎｅｒｇｙ　ｓｉｇｎ
ａｔｕｒｅ）の一定期間にわたる安定又は変動の乏しさが（即ち、略一定又は変動の少な
いスペクトル署名は、略一定の干渉源及び／又はノイズを表すのではなく、ユーザが存在
しないという仮定に基づいて）、スペクトルが使用されているかどうかを判定するのに用
いられる。
【００７１】
　新しいチャネルの例示的な予約及び解放手続き
　ここで図１０を参照すると、本開示に係る例示的な予約及び解放手続きが明示及び詳述
されている。本明細書では、図７及び図８のＬＴＥベースのインフラストラクチャという
文脈で図示されているが、本開示を考慮すれば、次の手続きが、当業者により、他の技術
及びネットワーク構成に容易に応用されるということが認識されよう。
【００７２】
　図１０に示すとおり、ステップ１００２で、ｅＮｏｄｅＢ７０４が、新しいＲＦ搬送波
を予約するための要求をスペクトル管理エンティティ（ＳＭＥ）５００に送る。本実施形
態例では、ＳＭＥがＥＰＣ７０２に位置し、ｅＮｏｄｅＢ７０４とＥＰＣとの間のシグナ
リングが、現行のＳ１インターフェース経由で行われるが、他のインターフェースもこの
目的で使用され得る。スペクトル予約要求メッセージは、例えば、ＲＦ搬送波の数、好適
な二重化方式（ＴＤＤ／ＦＤＤ）などを包含し得る。
【００７３】
　なお、規制上の制約に加え、単一のスペクトル帯域又は周波数が充分に離れていない２
つのスペクトル帯域はＦＤＤの動作をサポートしない場合がある。ＳＭＥ５００は、要求
を出しているｅＮｏｄｅＢに１つ以上のＲＦ搬送波を割り当て可能であれば、一実装にお
いて、（ｉ）スペクトルの種類（ＴＤＤ／ＦＤＤ）、（ｉｉ）ダウンリンク及びアップリ
ンク帯域の周波数分離（ＦＤＤの場合）、（ｉｉｉ）各帯域のリンク方向、（ｉｖ）必要
な保護帯域構成、（ｖ）帯域外（ｏｕｔ－ｏｆ－ｂａｎｄ：ＯＯＢ）エミッションの制限
、及び（ｖｉ）許容可能な隣接チャネル抑圧比（Ａｄｊａｃｅｎｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｒ
ｅｊｅｃｔｉｏｎ　Ｒａｔｉｏ：ＡＣＲＲ）が挙げられるが、これらに限定されない、割
り当てられたＲＦ搬送波のパラメータを包含している確認メッセージを、要求を出してい
るｅＮｏｄｅＢに送る（ステップ１００４）。
【００７４】
　そうでない場合には、そのスペクトルが他のｅＮｏｄｅＢによって使用されることが意
図されていれば、スペクトル予約要求が拒否されるか、ウェイティングリストに入れられ
、要求を出しているｅＮｏｄｅＢにこの決定を通知するための信号が送信される（ステッ
プ１００６）。要求が拒否された場合、ｅＮｏｄｅＢは、依然として追加スペクトル（又
はセカンダリＲＦ搬送波）が必要であれば、別の予約要求を送る。先の要求がウェイティ
ングリストに入れられた場合、要求を出しているｅＮｏｄｅＢは、新しい要求を送る必要
がなく、スペクトルが利用可能になるまで待機する。その場合、ＳＭＥ５００は、先ほど
説明したものと同じ予約確認メッセージを使用して要求を出しているｅＮｏｄｅＢに通知
する。
【００７５】
　ｅＮｏｄｅＢは、予約要求確認を受信すると、ステップ１０１０で、新しいセカンダリ
ＲＦ搬送波が利用可能であることを通知するユニキャスト又はブロードキャストメッセー
ジをマルチ搬送波対応ＵＥ２０２に送る。なお、イントラネットワークＳＭＥ５００ａ／
クロスネットワークＳＭＥ５００ｂによる新しいＲＦ搬送波の割り当ては一時的なもので
あり、そのＲＦ搬送波は、使用されなくなると、ｅＮｏｄｅＢによって解放される。
【００７６】
　利用可能な新しいＲＦ搬送波のユニキャスト又はブロードキャスト広告（ｂｒｏａｄｃ
ａｓｔ　ａｄｖｅｒｔｉｓｅｍｅｎｔ）に続いて、ｅＮｏｄｅＢは、選択されたマルチ搬
送波対応ＵＥでセカンダリＲＦ搬送波セットアップ手続きを開始し、新しいセカンダリ搬
送波で、恒久的なプライマリ及びセカンダリＲＦ搬送波が今日割り付け及び使用されるの
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と同じように制御及びトラフィック割り付けを実行することができる（ステップ１０１２
）。なお、追加ＲＦ搬送波の動的な割り付け及び解放１０１４は、ＵＥ２０２に対して透
過的であり、ｅＮｏｄｅＢとＳＭＥとの間で行われる。また、例示的実装では、各ＲＦ搬
送波が、中心周波数、帯域幅、マスキング、ＯＯＢ要件などに関する情報を含む一意の識
別情報を有する。
【００７７】
　セカンダリＲＦ搬送波が使用されなくなったり、充分な負荷に達したりすると、ｅＮｏ
ｄｅＢは、まずステップ１０１３で、これらのセカンダリＲＦ搬送波を使用するように構
成された全てのＵＥでセカンダリＲＦ搬送波の割り付け解除を実行し、次に、解放された
ＲＦ搬送波のアイデンティティを包含しているＳＭＥにスペクトル開放メッセージを送る
（ステップ１０１４）ことによって、セカンダリＲＦ搬送波を解放する。ステップ１０１
６で、イントラネットワーク／クロスネットワークＳＭＥ５００ａ／５００ｂが、ＲＦ搬
送波の解放及びそれらのＲＦ搬送波のアイデンティティを確認する確認メッセージを送る
。解放されたＲＦ搬送波は、同じ要求及び割り当て手続きに従って後に再び割り当てられ
ない限り、それらを解放したｅＮｏｄｅＢによって使用されることはない。
【００７８】
　図１０には示されていないが、一実装において、イントラネットワーク／クロスネット
ワークＳＭＥ５００ａ／５００ｂは、コグニティブ無線技法を利用して（例えばチャネル
検知技法を用いて）、一時的に割り当てられたスペクトル帯域の使用状況を調べ、効率的
又は効果的に利用されていないスペクトル帯域の解放を要求する。その場合には、イント
ラネットワーク／クロスネットワークＳＭＥからｅＮｏｄｅＢ７０４への解放要求メッセ
ージによって、セカンダリ搬送波解放手続きがトリガされる。
【００７９】
　本開示に記載した、占有されていない周波数帯域の検出及び割り当て手続きに加え、コ
グニティブ無線技法を用いた動的なスペクトル共有というコンセプトも、先述のとおり、
当業者によって容易に改変されて、各種無線アクセス技術に応用され得る。更に、イント
ラネットワーク／クロスネットワークＳＭＥ５００ａ／５００ｂのロケーション及び実装
は、この方式が適用される無線アクセス技術に応じて変わり得る。
【００８０】
　本開示の例示的実装では、ｅＮｏｄｅＢ７０４及びＵＥ２０２で、ソフトウェア無線（
ＳＤＲ）並びに再構成可能なＲＦ及び／又はベースバンド処理を利用している。これは、
ｅＮｏｄｅＢに割り当てられ得るＲＦ帯域についてｅＮｏｄｅＢ７０４及びＵＥ２０２の
両方が先験的に把握しているわけではないからである。そのため、ｅＮｏｄｅＢ７０４及
びＵＥ２０２は、一時的なセカンダリＲＦ搬送波が割り付け又は割り付け解除されたとき
に、ＲＦ回路を自動的に構成／再構成する必要がある。
【００８１】
　各種帯域をかかる各種無線アクセス技術に割り当てることに関する潜在的な共存問題に
ついて説明した結果、例えば、異なる無線アクセス技術（ＲＡＴ）をサポートするいくつ
かの基地局間でＲＦスペクトル又は他のリソースを動的に共有する形態などで、イントラ
ネットワーク／クロスネットワークＳＭＥ５００ａ／５００ｂによる本開示の使用事例も
存在するということも認識されよう。
【００８２】
　更に、上記実施形態は、許諾されたスペクトルという文脈で説明されているが、本開示
の使用されていない利用可能スペクトル（ホワイトスペース）は、許諾されている場合も
、許諾されていない場合も、（両方の混合である場合も、）あるということが認識されよ
う。一実装におけるイントラネットワーク／クロスネットワークＳＭＥ５００ａ／５００
ｂは、許諾されているＲＦ帯域と許諾されていないＲＦ帯域とを区別し、（例えば、許諾
されたスペクトルをセルラーシステムに割り付け、許諾されていないスペクトルを、Ｗｉ
－Ｆｉなどの許諾されていないシステムに割り付けることによって、）この属性を考慮し
て、これらの帯域をプロビジョニングし、無線アクセスシステムに割り当てるように構成
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【００８３】
　本開示の特定の態様が、方法のステップの特定のシーケンスの観点から説明されている
が、これらの説明は、本開示の広範な諸方法の例示に過ぎないものであり、特定の適用に
よって、必要に応じて修正することができる点が認識されるであろう。特定のステップは
、特定の状況下では、不必要又は任意選択とすることができる。更には、特定のステップ
又は機能性を、開示される実施形態に追加することができ、あるいは２つ以上のステップ
の実行の順序を、置き換えることもできる。全てのそのような変更形態は、本明細書で開
示され特許請求される、本開示の範囲内に包含されると見なされる。
【００８４】
　上述の詳細な説明は、様々な実施形態に適用される本開示の新規の特徴を図示し、説明
し、かつ指摘しているが、当業者が、本開示から逸脱することなく、例示の装置又はプロ
セスの形態及び詳細に様々な省略、代替、及び変更を施すことができることが理解される
であろう。上記説明は、現時点で考えられる《本開示》の最良実施態様のものである。本
説明は、限定することを決して意図するものではなく、むしろ、本開示の一般的原理の例
示として解釈されるべきである。本開示の範囲は、特許請求の範囲に準拠して決定される
べきである。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】

【図１０】

【手続補正書】
【提出日】平成28年12月21日(2016.12.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動的に無線周波数リソースを共有する方法であって、
　無線周波数リソースについての基地局からの要求をネットワークエンティティで受信す
るステップと、
　少なくとも１つの使用されていない無線周波数リソースを特定するステップと、
　前記基地局による使用のために前記特定された少なくとも１つのリソースを割り付ける
ステップと、
　を含み、
　利用可能な無線周波数スペクトル内の任意の無線周波数リソースが前記割り付けの対象
である、方法。
【請求項２】
　前記特定するステップの動作は、１以上のコグニティブに検知されたパラメータを少な
くとも部分的に使用して行われる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記１以上のコグニティブに検知されたパラメータは、前記基地局と通信する１以上の
モバイル機器によって検知される、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
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　前記１以上のコグニティブに検知されたパラメータは前記基地局によって検知される、
請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記ネットワークエンティティは、複数の時分割複信（ＴＤＤ）及び周波数分割複信（
ＦＤＤ）リソースを有するロングタームエボリューション（ＬＴＥ）ベースのネットワー
クのネットワーク管理エンティティを含み、前記使用されていない無線周波数リソースは
、前記ＴＤＤ又はＦＤＤリソースのうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項６】
　前記特定された少なくとも１つの使用されていない無線周波数リソースを予約するため
に第２のネットワークエンティティに要求を発行するステップと、
　前記特定された少なくとも１つの使用されていない無線周波数リソースの使用許可を受
信するステップと、
　を更に含み、
　前記割り付けるステップは、前記使用許可の前記受信に少なくとも部分的に基づく、請
求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ネットワークエンティティは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）対応セル
ラーネットワークの発展型パケットコア（ＥＰＣ）内に配置されたスペクトル管理エンテ
ィティを含み、前記基地局が、前記ネットワークのｅＮｏｄｅＢを含み、前記方法が、前
記スペクトル管理エンティティから前記ｅＮｏｄｅＢへシグナリングするステップを更に
含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　スペクトル管理エンティティと、
　前記スペクトル管理エンティティと通信する動的スペクトル共有エンティティと、
　を備え、
　前記スペクトル管理エンティティ及び動的スペクトル共有エンティティは使用されてい
ない無線周波数スペクトルを特定するために協同し、かつ前記特定された使用されていな
いスペクトルを、（ｉ）複数の基地局のうちの少なくとも１つ又は（ｉｉ）複数の無線ア
クセス技術のうちの少なくとも１つのどちらかに割り付けるよう構成されている、
　動的に無線周波数リソースを共有するアーキテクチャ。
【請求項９】
　前記スペクトル管理エンティティが、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）対応セ
ルラーネットワークの発展型パケットコア（ＥＰＣ）内に配置されており、前記動的スペ
クトル共有エンティティが、前記ネットワークのｅＮｏｄｅＢ内に配置されており、
　前記アーキテクチャは、前記スペクトル管理エンティティと前記動的スペクトル共有エ
ンティティとの間に、使用されていないスペクトルの前記割り付けを少なくともシグナリ
ングするのに使用するシグナリング経路を更に備える、請求項８に記載のアーキテクチャ
。
【請求項１０】
　前記スペクトル管理エンティティと前記動的スペクトル共有エンティティとの間の前記
シグナリング経路が、他のシグナリング機能に加えて、前記動的スペクトル共有エンティ
ティから前記スペクトル管理エンティティにコグニティブ無線データのシグナリングを可
能にするように構成された現行のＸ２又はＳ１経路を含む、請求項９に記載のアーキテク
チャ。
【請求項１１】
　前記アーキテクチャが、前記ｅＮｏｄｅＢに配置され、前記ｅＮｏｄｅＢの環境内で無
線周波数電力又はエネルギー密度を検知し、且つ前記検知された無線周波数電力又はエネ
ルギー密度に関する情報を前記シグナリング経路を使用して前記スペクトル管理エンティ
ティにレポートするように構成されたコグニティブ無線装置を更に備える、請求項１０に
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記載のアーキテクチャ。
【請求項１２】
　無線システムで使用するリソース管理装置であって、
　プロセッサと、
　基地局との通信用に構成された第１のインターフェースと、
　ネットワークエンティティとの通信用に構成された第２のインターフェースと、
　前記プロセッサ並びに前記第１及び第２のインターフェースとデータ通信するコンピュ
ータ制御のロジックと、
　を備え、
　前記ロジックは前記リソース管理装置に、
　１以上の無線周波数リソースを求める要求を前記基地局から受信させ、
　前記要求された１以上の無線周波数リソースの利用を判定するために、前記第２のイン
ターフェースを介して前記ネットワークエンティティによって維持されているデータベー
スにアクセスさせ、
　前記基地局に前記要求された１以上の無線周波数リソースの使用を許可することを前記
リソース管理装置に可能にさせるデータを取得させ、
　前記基地局へ前記許可を通信するためのシグナリングを生成させる、よう構成されてい
る、
　リソース管理装置。
【請求項１３】
　前記ネットワークエンティティは、前記無線システムとだけ関連付けられたイントラネ
ットワークエンティティを含む、請求項１２に記載のリソース管理装置。
【請求項１４】
　前記ネットワークエンティティは、前記無線システム及び前記無線システムの事業者以
外の事業者によって運用されている少なくとも１つの第２の無線システムと関連付けられ
たインターネットワークエンティティを含む、請求項１２に記載のリソース管理装置。
【請求項１５】
　前記第１のインターフェースは、前記生成されたシグナリングに加え、前記基地局とリ
ソース管理装置との間でネットワーク管理データを搬送するように更に構成されている、
請求項１２に記載のリソース管理装置。
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